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「産業競争力強化法」に基づく「事業適応促進業務」を行う 
指定金融機関としての指定を受けたことについて 

～「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進」への支援強化～ 

 

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、「産業競争力強化法」に基づく「事業適応促進業務」を

行う指定金融機関として、財務大臣および経済産業大臣から、地方銀行として初の指定を

受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

当行は、カーボンニュートラルや脱炭素社会に向けた企業への取り組み支援をとおして、

お客さまとともに地域経済の活性化と持続的な発展を目指してまいります。 

 

記 

１．「事業適応促進業務」とは 

産業競争力強化法に基づく「認定事業適応計画（※）」を策定し、事業所管大臣の

認定を受けた事業者への貸し付けを対象とする、成果連動型利子補給制度（「カーボン

ニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度」）に関わる融資

業務を行います。 

融資期間中、あらかじめ設定した目標の達成状況（成果）に応じて、貸出金利の

引き下げを行う制度であり、事業者の脱炭素化・低炭素化に移行する取り組みを金融面

から支援します。 

（※）2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、着実な CO₂削減の取り組み（トランジション）を

進める 10 年以上の計画であり、国の指定する外部評価機関による認証が必要となります。 

 

２．「成果連動型利子補給制度」のイメージ 

（「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度」） 

（１） 事業者は、事業計画を策定し事業所管大臣に認定申請を行い、認定を受ける。 

（２） 指定金融機関（足利銀行）は、認定事業者に対し事業に基づいた融資を行う。 

（３） 融資期間中、あらかじめ設定した目標を達成できた場合は貸出金利の引き下げを行う。 

 

以上 


